
議
案
第
71
号

問
　
今
回
廃
止
す
る
条
例

と
、
新
設
の
条
例
と
の
相

違
点
は

答
　
大
き
く
変
わ
る
点
は

無
く
、
こ
れ
ま
で
の
条
例

か
ら
施
行
条
例
に
引
き
継

ぐ
形
で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

議
案
第
72
号

問
　
今
ま
で
の
個
人
情
報

審
議
会
と
情
報
公
開
審
議

会
を
一
つ
に
す
る
こ
と
で

内
容
の
変
更
は

答
　
二
つ
を
統
合
す
る
こ

と
で
、
設
置
す
る
内
容
に

つ
い
て
の
変
更
は
あ
り
ま

せ
ん
。

全
員
賛
成
で
可
決

問
　
二
つ
の
審
議
会
メ
ン

バ
ー
と
統
合
後
の
審
議
会

の
メ
ン
バ
ー
は

答
　
現
行
個
人
情
報
と
情

報
公
開
の
審
議
会
の
委
員

は
、
同
じ
メ
ン
バ
ー
構
成

で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

議
案
第
73
号

問
　
高
齢
者
の
部
分
休
業

に
関
す
る
条
例
を
今
回
制

定
す
る
事
に
つ
い
て

答
　
以
前
か
ら
制
度
と
し

て
は
あ
り
ま
し
た
が
、
湖

南
市
は
条
例
の
適
用
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

全
員
賛
成
で
可
決

議
案
第
74
号

問
　
職
員
定
数
条
例
の
改

正
に
な
る
が
、
定
年
延
長

60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
正
規

で
延
長
す
る
人
が
多
い
と

見
込
む
の
か

答
　
現
状
短
時
間
を
選
択

す
る
人
は
少
な
く
、
基
本

的
に
対
象
者
全
員
が
フ
ル

タ
イ
ム
を
希
望
す
る
こ
と

を
想
定
し
て
い
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

議
案
第
75
号

問
　
最
終
令
和
13
年
度
ま

付託案件 26件

総務
常任委員会

で
定
年
を
段
階
的
に
引
き

上
げ
る
点
は

答
　
来
年
か
ら
定
年
は
61

歳
に
延
長
と
な
り
、
以
後

２
年
に
１
回
、
定
年
年
齢

が
１
歳
ず
つ
繰
り
上
が
っ

て
い
き
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

議
案
第
76
・
77
号
一
括
審

査問
　
二
つ
の
議
案
改
正
の

根
拠
は
、
人
事
院
勧
告
に

基
づ
く
こ
と
な
の
か

答
　
そ
の
通
り
で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

議
案
第
84
～
91
号
（
８
議

案
）
一
括
審
査

問
　
一
括
審
査
の
対
象
施

設
の
指
定
期
間
は
５
年
で

す
。
小
規
模
多
機
能
自
治

の
基
本
構
想
案
を
出
し
て

い
く
中
で
、
各
中
学
校
区

地
域
の
施
設
も
関
連
し
て

く
る
が
、
指
定
期
間
を
５

年
と
し
た
点
は

答
　
ま
ち
づ
く
り
セ
ン

タ
ー
は
、
小
規
模
多
機
能

自
治
を
進
め
て
い
く
上
で
、

地
域
の
活
動
拠
点
で
あ
る

点
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
今

後
、
小
規
模
多
機
能
自
治

へ
の
考
え
が
固
ま
る
中
で
、

こ
の
指
定
管
理
期
間
５
年

を
ど
う
位
置
付
け
る
か
決

ま
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

今
現
在
は
、
指
定
管
理
の

更
新
期
間
を
迎
え
、
５
年

と
し
て
い
ま
す
。

問
　
小
規
模
多
機
能
自
治

を
進
め
て
い
く
上
で
、
今

こ
れ
ら
の
施
設
の
指
定
期

間
を
５
年
と
し
て
い
く
上

で
の
影
響
は

答
　
今
回
更
新
５
年
期
間

の
設
定
は
、
小
規
模
多
機

能
自
治
を
進
め
て
い
く
上

で
は
、
影
響
が
な
い
と
考

え
、
５
年
の
期
間
指
定
で

す
。
た
だ
、
そ
の
活
動
拠

点
と
、
ど
の
よ
う
な
行
政

機
能
の
分
散
機
能
と
を
絡

め
て
い
く
か
は
、
今
後
、

検
討
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。全

員
賛
成
で
可
決

議
案
第
93
号

問
　
利
用
料
金
収
入
の
推

移
は

答
　
令
和
２
年
度
が
１
万

4
4
0
0
円
、
令
和
３
年

度
が
8
2
5
0
円
の
推
移

で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

議
案
第
94
号

問
　
想
定
し
て
い
る
年
間

約
3
5
0
0
万
円
の
債
務

負
担
行
為
の
根
拠
と
売
上

金
額
に
つ
い
て
は

答
　
指
定
管
理
料
に
つ
き

ま
し
て
は
令
和
５
年
度
が

約
3
5
0
0
万
円
で
、
以

後
減
少
し
、
令
和
９
年
度

は
2
6
2
0
万
円
と
し

て
い
ま
す
。
売
上
金
額

に
つ
き
ま
し
て
は
、
令

和
３
年
の
利
用
者
実
績

は
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
か
ら

11
万
7
0
0
0
人
と
少

な
い
実
績
で
し
た
が
、
最

終
的
に
は
14
万
～
15
万
人

ぐ
ら
い
ま
で
戻
っ
て
来
る

と
想
定
し
て
い
ま
す
。
目

標
と
し
て
い
る
施
設
使

用
料
金
は
、
令
和
５
年

５
７
４
０
万
円
、
令
和
６

年
５
９
６
０
万
円
、
令
和

７
年
６
１
８
０
万
円
、
令

和
８
年
６
４
０
０
万
円
、

令
和
９
年
６
６
０
０
万
円

で
す
。

問
　
利
用
料
金
改
正
の
条

例
が
議
決
済
み
で
は

答
　
こ
の
議
案
議
決
後
、

こ
れ
か
ら
8
0
0
円
に
上

げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
ま

た
、
7
0
0
円
と
8
0
0

円
に
二
段
階
で
上
げ
て
い

く
の
か
、
仮
に
8
0
0
円

に
な
る
と
利
用
者
が
減
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
の

で
、
今
後
、
指
定
管
理
者

と
こ
れ
ら
の
点
の
協
議
を

し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

議
案
第
83
号

議
案
第
92
号

議
案
第
95
号

議
案
第
96
号

議
案
第
97
号

議
案
第
98
号

議
案
第
99
号

議
案
第
100
号

議
案
第
102
号全

員
賛
成
で
可
決
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